
平等割額 = ① 20,300 円

均等割額 = ② 円

所得割額 = ③ 円

 年税額 = Ａ 円

課税限度額６７万円 １００円未満切捨て

平等割額 = ① 7,700 円

均等割額 = ② 円

所得割額 = ③ 円

 年税額 = Ｂ 円

課税限度額２６万円 １００円未満切捨て

平等割額 = ① 円

均等割額 = ② 円

所得割額 = ③ 円

 年税額 = Ｃ 円

課税限度額１７万円 １００円未満切捨て

平等割額 = ① 700 円

均等割額 = ② 円

 １８歳以上均等割額 = ③ 円

所得割額 = ④ 円

 年税額 = Ｄ 円

課税限度額３万円 １００円未満切捨て

= Ｅ 円

= 円

※【基礎控除額】合計所得金額２，４００万円以下：４３万円

　　　合計所得金額２，４００万円超２，４５０万円以下：２９万円

　　　合計所得金額２，４５０万円超２，５００万円以下：１５万円

　　　合計所得金額２，５００万円超：０万円
※この試算表は、令和８年度国民健康保険税額をお約束するものではありません。
※総所得金額、概算額により算出した場合は、実際の税額と大きく異なる場合がありますので、ご注意ください。

令和８年度国民健康保険税試算表（令和８年４月～令和９年３月）

 ①から④までの合計額（合計額が３０，０００円を超えた場合は、３０，０００円）

 １　基礎課税額分（医療給付費分）

　２　後期高齢者支援金分

 １世帯当たり　７，７００円

 ３　介護納付金課税額分（４０歳以上６５歳未満）

１２，２００円×国保加入者数（４０歳以上６５歳未満）

 １世帯当たり　６，０００円

３１，７００円×国保加入者数

 １世帯当たり　２０，３００円

(所得割課税者の令和７年中の総所得金額－基礎控除額×所得割課税者の人数）×０.０７４３

※所得割課税者とは、令和７年中の総所得金額が基礎控除額を越える人です。

１か月当たりの税額　Ｅ÷１２

あなたの税額　　Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

 ①から③までの合計額（合計額が６７０，０００円を超えた場合は、６７０，０００円）

 ①から③までの合計額（合計額が２６０，０００円を超えた場合は、２６０，０００円）

 ①から③までの合計額（合計額が１７０，０００円を超えた場合は、１７０，０００円）

１２，０００円×国保加入者数

(所得割課税者の令和７年中の総所得金額－基礎控除額×所得割課税者の人数）×０.０２８４

※所得割課税者とは、令和７年中の総所得金額が基礎控除額を越える人です。

(所得割課税者の令和７年中の総所得金額－基礎控除額×所得割課税者の人数）×０.０２４４

※所得割課税者とは、令和７年中の総所得金額が基礎控除額を越える人です。

※所得割課税者とは、令和７年中の総所得金額が基礎控除額を越える人です。

１００円×１８歳以上の国保加入者数

 ４　子ども・子育て支援金分

 １世帯当たり　７００円

１，２００円×国保加入者数－１，２００円×１８歳未満の国保加入者数

(所得割課税者の令和７年中の総所得金額－基礎控除額×所得割課税者の人数）×０.００２９


